
質 疑 回 答 書 

 

１ 公告番号 契約公告第９８号  

２ 件  名  令和４年１月導入モノクロレーザ機器賃貸借及び保守業務 

 

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。 

質 疑 事 項 回    答 

①契約書 (案 )P4（機器の修繕等）第 11

条について  

 

機器に故障又は破損その他修繕が必要

となった場合、速やかに取替え、補修

その他の措置を講じるとなっています

が、動産保険の保険適用額は、残リー

ス料を限度とするため、修理額が残リ

ース料を超過した場合、貴市での費用

負担が発生もしくは、納入ディーラー

との保守契約範囲での適用を要するこ

とになりますが、よろしいでしょう

か。  

 

②契約書 (案 )P9（一般的損害）第 38

条（第三者に及ぼした損害）第 39

条について  

 

どのような損害を想定されているので

しょうか。  

 

③契約書 (案 )P7（機器の引取り等）第

30 条について  

 

物件の取外しは含まず、引取りのみリ

ース会社の負担でよろしいでしょう

か、また、物件については 1 ヶ所に集

約してもらうことは可能でしょうか。  

 

 

 

 

修理額が保険適用額を超過した場合、

保険適用額超過分の修理額を支払うこ

とができません。リスクを考慮したう

えで、入札金額を決定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この契約の履行に伴った損害と想定し

ています。 

 

 

 

 

物件の取外しは不要です。撤去機器に

ついては 1 か所に取り纏めせず、所属

ごとでの引取りを想定しています。 

 

 



④契約保証金免除について  

 

過去２年間において、種類及び規模を

ほぼ同じくする契約を 2 回以上にわた

って契約していることとなっています

が、弊社の他支店にて契約した案件で

も認めていただけるでしょうか。  

 

⑤新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽの影響で納品が遅れた

場合は別途協議とさせていただけま

すか。  

 

 

 

他支店の実績も含めて構いません。 

 

 

 

 

 

契約条項の第１２条（履行遅滞の場合

における違約金等）及び第３７条（履

行期限の延長）のとおり。 

 

 

 


